
泉佐野市奨学金返還支援金給付要綱 

（通則） 

第１条 この要綱は、海外を含む泉佐野市外（以下、「市外」という。）から泉佐野市（以下、

「本市」という。）に移住し、かつ本市内で就業又は起業等した個人に対し、予算の範囲内

で泉佐野市奨学金返還支援金（以下「支援金」という。）を給付することに関して、泉佐野

市補助金等交付規則（平成１７年泉佐野市規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を

定める。 

 

（目的） 

第２条 市外から本市への移住・定住の促進及び本市内企業等における高度人材をはじめと

する人手不足の解消を目的とする。 

 

（給付対象者） 

第３条 市⾧は、別に定める要件を満たした市民に対し、支援金を給付するものとする。 

 

（支援対象奨学金） 

第４条 支援対象とする奨学金は、市⾧が別に定める 

 

（支援金の額） 

第５条 支援金の給付金額は前年中(暦年)に支払った支援対象奨学金返還額の実返還額また

は限度額（年間１５万円）のいずれか低い方の額とする。 

ただし、給付対象者の支払う支援対象奨学金返還額の実返還額について、他の公的機関等

からの補助金等、市内企業等からの手当等及びあらゆる支援等を受けている場合は、その支

援等の額を除いた額を支援対象奨学金返還額とする。 

 

（支援金給付の申請） 

第６条 支援金の給付を受けようとする者は、市⾧に対し、市⾧が別に定める書類をその定

める期日までに提出しなければならない。 

 

（支援金給付の決定） 

第７条 市⾧は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容

を審査し、支援金を給付するべきと認めたときには、支援金の給付の決定をするものとする。 

 

（支援金給付の決定の通知） 

第８条 市⾧は、支援金の給付を決定したときは、入金をもって決定の通知を行うものとす

る。なお、支援金の不給付を決定したときは、支援金不給付決定通知書（様式第１号）によ



り通知するものとする。 

 

（支援金給付の決定の取消し） 

第９条 市⾧は、支援金の給付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、

支援金の給付の決定を取り消すものとする。 

（１） 第６条の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき 

（２） 市⾧が支援金の給付の決定を取り消す必要があると認めたとき 

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。 

 

（支援金の返還） 

第１０条 市⾧は、支援金の給付の決定を取り消した場合において、既に支援金が給付され

ているときは、支援金給付決定取消通知書兼返還命令書（様式第２号）により期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の給付に関し必要な事項は、市⾧が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 


